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令和８年度島根県障害者ピアサポート研修事業 

提案競技要項 

 

１．業務名 

  令和８年度島根県障害者ピアサポート研修事業委託業務 

２．業務の目的 

  自ら障がいや疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障がいや疾病のある障

がい者の支援を行うピアサポーター及びピアサポーターの活用方法等を理解した障がい福

祉サービス事業所等の管理者等の養成を図ることにより、障がい福祉サービス等における

質の高いピアサポート活動の取組を支援することを目的とする。 

３．業務内容等 

（１）委託期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（２）業務内容 

   障害者ピアサポート研修事業実施要綱に基づき、以下のとおり研修を開催する。 

研修区分 日にち 会場 

基礎研修 
令和８年 10月 24日（土） 朱鷺会館 

（出雲市西新町２丁目 2456番地４） 令和８年 10月 25日（日） 

専門研修 
令和８年 11月 16日（月） 島根県出雲合同庁舎 

（出雲市大津町 1139番地） 令和８年 11月 17日（火） 

（３）予算額 

３,４０１千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   ※この上限額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。 

 

４．参加資格 

  提案競技に参加しようとする者は、以下に掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の提案

競技参加資格の確認を受けたものであること。 

（１）法人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）地方自治法施行令第167条の４第２項の各号のいずれかに該当すると認められる事実が

あった後３年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用

人として使用する者でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

（５）島根県税等について未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）がない者で

あること。 
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  ア 島根県内に本支店、営業所又は事務所がある場合 

    ① 島根県税の未納の徴収金がないこと。 

    ② 所管税務署が発行する未納の徴収金がないこと。 

  イ 島根県内に本支店、営業所又は事務所がない場合 

    ① 所得税の未納の徴収金がないこと。 

（６）消費税及び地方消費税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）が

ない者であること。 

（７）島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提案競技に係る書類の提出期限

日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

（８）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（これらの法律に基づき更生手

続又は再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が

別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。）でないこと。 

５．提案方法等 

（１）関係書類の配布 

提案競技要項、提案競技に係る仕様書及び提案書作成要領については、令和８年３月 

２３日（月）から島根県健康福祉部障がい福祉課及びホームページにて配布及び掲載する。 

（２）提出書類 

ア 提案競技参加申込書（様式１） １部 

イ 会社概要書又は経歴書 １部 

ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書の写し １部 

エ 納税証明書の写し １部 

 ① 島根県内に本支店、営業所又は事務所がある場合 

   ・島根県税の未納の徴収金がない旨の証明書 

   ・所管税務署が発行する未納の徴収金がない旨の証明書 

 ② 島根県内に本支店、営業所又は事務所がない場合 

   ・所管税務署が発行する未納の徴収金がない旨の証明書 

オ 消費税及び地方消費税の滞納がない旨の証明書 １部 

カ 担当者届（様式２） １部 

キ 提案書（様式３） ５部 

ク 経費見積書（任意様式） １部 

（３）提案書の作成 

   提案書作成要領及び提案競技に係る仕様書による 

（４）提案書の提出 

ア 提出方法 

「12．提案書提出及び問合せ先」へ郵送又は持参により提出すること。なお、郵送の場

合は書留とすること。 

イ 提出期限 

①５（２）アからカの書類 

令和８年４月１３日（月）午後５時までに提出すること。 
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②５（２）キからクの書類 

令和８年４月２４日（金）午後５時までに提出すること。 

６．質問の受付 

（１）受付期間 

令和８年４月３日（金）午後５時まで 

（２）受付方法 

提案競技に係る質問書（様式４）を作成し、「12．提案書提出及び問合せ先」へ FAX又は

電子メールにより提出すること。なお、電話や口頭での質問は受け付けない。 

（３）回答方法 

令和８年４月１０日(金)までに、県のホームページにおいて公表する（質問者名は公表

しない）。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案内容に密接に関わるも

のについては、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっては回答しない

こともある。 

７．提案競技参加資格確認審査結果の通知 

  申請者に対し、令和８年４月１７日（金）までに通知する。 

８．選定方法 

（１）別に設置する「島根県障害者ピアサポート研修事業委託業務に係る提案競技審査委員会

（以下「審査委員会」という。）」において、あらかじめ定めた審査基準により厳正な審

査を行い、業務委託予定者を選定する。 

（２）以下の審査基準により採点する。 

項目 審査基準 

１ 業務の内容 ・有効な事業実施の基本方針を定めているか。 

・事業を主体的に実施する上で研修の実施方法が具体的かつ有効

なものであるか。 

・事業所主体的に実施する上で、実行委員会（仮称）の運営方法が

具体的かつ有効なものであるか。 

・提案内容、スケジュール等から確実な実施ができるか。 

２ 業務の実施体制 ・企画提案（事業計画）に沿った事業内容を安定して行う体制を有

するか。（事業の管理運営体制、財務状況の健全性、法令順守等） 

・合理的配慮の申出に対し、適切に応じる準備はあるか。 

・県との協議や実施状況等の報告の方法は具体的なものであるか。 

３ 業務についての経験 ・障がい当事者を受講対象とする研修を実施したことがあるか。 

・障がい当事者を講師とする研修を実施したことがあるか。 

・本研修と同様又は類似の研修を実施したことがあるか。 

４ 業務に要する経費及

びその内訳 

・事業実施に必要な経費の内訳が、事業内容や効果等に照らして

適切であるとともに、経費の総額が上限額以下であるか。 

（３）評価及び得点の付与方法は、別途定める審査要綱に基づき、各評価項目の得点を合算す

る方法により合計得点を算出する。 
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（４）評価点の最も高い者を業務委託予定者とする。総合評価点が最も高い者が２者以上あ

るとき、見積額が安価な者を業務委託予定者とする。 

（５）提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について、審査委員会によるヒアリ

ング及び提案競技参加者によるプレゼンテーションを行い、委託事業者を選定する。 

（６）ヒアリング及びプレゼンテーションの実施日時等は提案競技参加者に別途通知する。 

（７）審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。 

（８）審査委員会による審査経過については公表しない。また、選定の結果に対しての異議

申し立ては受け付けない。 

（９）応募に係る留意事項 

  ア 提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には、原則として応じない。 

  イ 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨と

する。 

  ウ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

  エ 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 

  オ 提出書類は、返却しない。 

  カ 提案競技参加に係る費用は、提案者の負担とする。 

９．提案の無効に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）参加する資格のない者が提案したとき。 

（２）所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

（３）事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。 

（４）提案者が当該提案競技に対して２以上の提案をしたとき。 

（５）提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（６）その他あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しな

かったとき。 

10．スケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和８年３月２３日（月）～ 募集開始 

４月 ３日（金） 質問受付期限 

４月１０日（金） 質問回答 

４月１３日（月） 提案競技参加申込書等提出期限 

４月１７日（金） 資格審査結果通知 

４月２４日（金） 企画提案書提出期限 

５月上旬～中旬 審査委員会（プレゼンテーション） 

５月下旬～６月上旬 選考結果通知 

６月中旬～下旬 委託契約締結 
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11．契約手続き等 

（１）契約の締結 

   審査委員会が選定した者（以下「契約予定者」という。）と地方自治法施行令第 167 条

の２第１項第２号の規定により、随意契約を行う。 

（２）契約金額 

   契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 

（３）前金払 

   前金払は行わない。 

（４）契約保証金 

島根県会計規則（昭和 39 年島根県規則第 22 号）第 69 条第１項の規定により契約金額

の 100分の 10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第 69条の２に該当する場

合は免除する。 

（５）その他の契約事項 

   業務委託予定者と協議の上、定める。 

12．提案書提出及び問合せ先 

  〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 

島根県健康福祉部障がい福祉課 相談支援係 担当：山根 

  TEL 0852-22-6009 FAX 0852-22-6687 

  E-mail syogai-ryoiku@pref.shimane.lg.jp 

13．添付資料 

（１）提案競技参加申込書（様式１） 

（２）担当者届（様式２） 

（３）提案書（様式３） 

（４）質問票（様式４） 


